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投資信託受益証券等の保護預り規定 
 

（保護預り証券の範囲） 

第１条 この保護預りでは、金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）第２条第１項各号に規定する次に掲げる証券（以下

「投資信託受益証券等」といいます。）をお預りします。 

① 投資信託の受益証券 

② 投資証券 

③ 投資法人債券 

２ 当金庫は前項にかかわらず、相当の事由があるときには投資信託受益証券等の保護預りをお断りすることがあります。 

３ この規定に従ってお預りした投資信託受益証券等を「保護預り証券」といいます。 

（保護預り証券の保管方法および保管場所） 

第２条 当金庫は保護預り証券について、この規定および金商法第43条の２に定める分別管理に関する規定に従って次の

とおりお預りします。  

① 保護預り証券は、当金庫所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別するこ

となく混合して保管（以下「混合保管」といいます。）できるものとします。 

     なお、自動けいぞく（累積）投資契約に基づき買付けた投資信託受益証券等の保管については、別に定めるところに

よることとします。 

② 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります。 

③ 当金庫は、保護預り証券を当金庫名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託する

ことがあります。 

（混合保管に関する同意事項） 

第３条 前条の規定により混合保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取

り扱います。  

① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権または準共有権を取得する

こと 

② 新たに投資信託受益証券等をお預りするとき、または保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたは

ご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと 

（共通番号の届出） 

第４条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」といいま

す。）その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号また

は同条第16項に規定する法人番号。以下同じ。）の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、

お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせ

ていただきます。 

（保護預り口座の設定） 

第４条の２ 投資信託受益証券等については、当金庫に対して保護預り口座を設定した場合に限り、保護預りを受け付ける

こととし、当該口座設定の際は当金庫所定の保護預り口座設定申込書をご提出ください。その際、犯罪による収益の

移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。 

２ 当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫は所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定

の取引に係る契約が成立するものとします。 

３ 保護預り口座設定申込書に押捺された印影および記載された氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代

表者の役職氏名、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の

役職氏名、共通番号等とします。 

（契約期間等） 

第５条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。 

２ この契約は、お客様または当金庫から申し出のない限り、期間満了日の翌日から１年間継続されるものとします。なお、

継続後も同様とします。 

（預入れおよび返還） 

第６条 投資信託受益証券等を預入れるときは、お客様またはお客様があらかじめお届出た代理人（以下「お客様等」とい

います。）が当金庫所定の依頼書に署名し、お届出の印鑑を捺印してご提出ください。 

２ 保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項

に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。 

３ 保護預り証券の返還には、相当の期間を要する場合があります。 

４ 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。 

（保護預り証券の返還に準ずる取り扱い） 

第７条 当金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第２項の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求

があったものとして取り扱います。  



                       2                   （2025.10） 

①  当金庫に保護預り証券の換金を請求される場合 

②  当金庫が第８条により保護預り証券の償還金を受け取る場合 

③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合 

（償還金等の受入れ等） 

第８条 保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がこれを受け取り指定口座に入金します。 

（連絡事項） 

第９条 当金庫は、保護預り証券について残高照合のための報告をご通知します。 

２ 前項の残高照合のための報告は、保護預り証券の残高に異動があった場合に、年１回以上ご通知します。 

なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含め

て行います。 

３ 当金庫がお届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到

着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

４ お客様は、取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。 

５ 取引残高報告書の記載内容にご不明の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載の担当部門の責任者まで直接

ご照会ください。 

６ 取引残高報告書を送付させて頂きました後、15 日以内に第５項に規定のご連絡がなかった場合、当金庫は、その記載

事項すべてについて承認いただけたものとして取扱わせていただきます。 

７ 当金庫は、第２項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家（金商法第２条第 31 項に規定する特定投資家（同法第 34

条の２第５項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の３第４項（同法第 34 条の４

第６項において準用する場合を含みます。）の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。）をいいます。）であ

る場合であって、お客様からの第２項に定める残高照合のためのご報告（取引残高報告書による通知を含みます。以下

本項において同じ。）に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、残

高照合のためのご報告を行なわないことがあります。 

（届出事項の変更） 

第１０条 印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その

他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、

「戸籍抄本」、「住民票」等の必要書類をご提出または「個人番号カード」、「法人番号通知書」等をご提示願うこと等があ

ります。 

２ 前項によりお届出があった場合、当金庫において届出事項の変更手続きを完了した後でなければ投資信託受益証券等

の預入れ、保護預り証券の返還または換金のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求め

ることがあります。 

３ 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出の印鑑、氏名または名称、住

所、共通番号等とします。 

（反社会的勢力との取引拒絶） 

第１１条 この契約は、お客様が第１２条第５項各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、第１２条第５項各号

の一にでも該当する場合には、当金庫は保護預りをお断りするものとします。 

（解約等） 

第１２条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でそ

の旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書に署名し、お届出の印鑑を捺印してご提出し、

保護預り証券をお引き取りください。 

２ 前項にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 

３ 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当金庫がお預りしているものとします。 

４ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでも、この契約を解約することができるものとします。この場

合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りください。

第５条による当金庫からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 

① お客様について相続の開始があったとき 

② お客様等がこの規定に違反したとき 

③ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出たとき 

５ 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると認められる場合には、当金庫は取引を停止し、またはお客様に通知をする

ことにより、この契約を解約できるものとします。この場合、直ちに当金庫所定の手続きをとり、保護預り証券をお引

き取りください。 

  ① お客様が次のいずれかに該当したことが判明した場合 

   イ 暴力団 

   ロ 暴力団員 

   ハ 暴力団準構成員 

   ニ 暴力団関係企業 

   ホ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

   ヘ その他イからホに準ずるもの 

  ② お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 

   イ 暴力的な要求行為 
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   ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

   ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

   ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為 

   ホ その他イからニに準ずる行為 

６ 解約時の取り扱いについては、次の各号のとおりとします。 

① 第４項または第５項に基づく解約に際しては、当金庫の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行い

ます。 

② 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当金庫の定める方法により、お客様のご指示によ

って換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。 

（緊急措置） 

第１３条 法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、

当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。 

（公示催告等の調査等の免除） 

第１４条 当金庫は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしま

せん。 

（譲渡、質入れの禁止） 

第１５条 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。 

（免責事項） 

第１６条 当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 

① 第１０条第１項によるお届出の前に生じた損害 

②  依頼書、諸届その他の書類に使用された印影をお届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め

て投資信託受益証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、

変造その他の事故があった場合に生じた損害 

③ 依頼書に使用された印影がお届出の印鑑と相違するため、投資信託受益証券等の受入れまたは保護預り証券を

返還しなかった場合に生じた損害 

④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当金庫の責めによらない事由により保管施設の故障等が発

生したため、投資信託受益証券等の預入れまたは保護預り証券の返還に直ちには応じられない場合に生じた損害 

⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合または第８条による償還金等の指定口座への入金

が遅延した場合に生じた損害 

⑥  第１３条の事由により、当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害 

（規定の変更） 

第１７条 この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じた

ときは、民法第 548 条の４の規定に基づき変更することがあります。 

変更を行う旨、変更後の規定の内容および効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知

します。 

なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力

発生時期が到来するまでに周知します。 

以 上 

（２０25 年 10 月改正） 

 


